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領

答
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第
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成
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十
年
十
月
三
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閣
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大
臣

麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
風
力
発
電
施
設
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
風
力
発
電
施
設
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

�
に
つ
い
て

風
力
発
電
の
出
力
の
不
安
定
性
に
対
応
し
た
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
発
電
の
電
源
の
別
を
特
定
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
御
質
問
の

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
発
電
と
の
関
係
の
下
で
の
風
力
発
電
の
二
酸
化
炭
素
削
減
量
は
推
定
し
得
な
い
。
ま
た
、
風
力
発
電
施
設
の

設
置
と
森
林
伐
採
等
と
は
直
接
的
な
関
係
が
な
い
こ
と
か
ら
、
森
林
伐
採
等
と
の
か
か
わ
り
に
お
け
る
二
酸
化
炭
素
削
減
量

は
特
定
し
得
な
い
。

な
お
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
発
電
と
の
関
係
や
森
林
伐
採
等
と
の
か
か
わ
り
を
勘
案
せ
ず
に
、
全
電
源
平
均
の
二
酸
化
炭
素
排

出
係
数
を
用
い
る
な
ど
一
定
の
仮
定
の
下
で
、
二
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
定
格
出
力
を
有
す
る
風
力
発
電
機
を
一
機
導
入
す
る
こ

と
に
よ
る
年
間
の
二
酸
化
炭
素
削
減
効
果
を
試
算
し
た
場
合
、そ
の
削
減
量
は
約
千
三
百
二
酸
化
炭
素
ト
ン
と
試
算
さ
れ
る
。

�
（
�
）
に
つ
い
て

経
済
産
業
省
に
お
い
て
は
、
民
間
事
業
者
が
風
力
発
電
施
設
を
設
置
す
る
際
、
そ
の
設
置
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助

す
る
事
業
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
交
付
に
当
た
っ
て
は
、
申
請
者
に
環
境
影
響
調
査
及
び
地
元
住
民
と

の
協
議
等
の
実
施
を
求
め
る
と
と
も
に
、
外
部
の
有
識
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
審
査
委
員
会
に
お
い
て
採
択
審
査
を
実
施
す

一



る
な
ど
、
適
切
に
執
行
し
て
い
る
。
ま
た
、
稼
動
後
に
騒
音
等
の
問
題
が
発
生
し
た
場
合
に
も
、
個
別
事
案
ご
と
に
、
騒
音

等
を
含
む
環
境
影
響
に
つ
い
て
事
業
者
か
ら
状
況
を
聴
取
す
る
な
ど
、
そ
の
実
情
の
把
握
に
努
め
て
い
る
と
と
も
に
、
適
切

に
対
応
す
る
よ
う
事
業
者
に
促
し
て
い
る
。
今
後
と
も
、
当
該
補
助
事
業
の
適
切
な
運
用
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

�
（
�
）
及
び
（
�
）
に
つ
い
て

平
成
十
二
年
十
月
に
環
境
庁
が
取
り
ま
と
め
た
「
低
周
波
音
の
測
定
方
法
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
の
参
考
資
料
に
お
い

て
は
、
低
周
波
音
の
人
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
「
生
理
的
影
響
を
起
こ
す
可
能
性
に
つ
い
て
調
査
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
」

と
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
環
境
省
の
請
負
契
約
者
が
設
置
し
た
「
低
周
波
音
対
策
検
討
調
査
検
討
委
員
会
」
が
平
成
十
五
年

三
月
に
取
り
ま
と
め
た
報
告
書
に
お
い
て
は
、
各
国
の
低
周
波
音
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
並
び
に
過
去
の
研
究
報
告
を
踏

ま
え
、
「
一
般
住
空
間
に
お
け
る
低
周
波
音
の
レ
ベ
ル
程
度
で
は
、
病
的
な
影
響
を
引
き
起
こ
す
直
接
的
な
要
因
と
な
る
可

能
性
は
少
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
」
と
整
理
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
政
府
と
し
て
は
、
今
後
と
も
低
周
波
音
の
人
へ
の
影
響
に
つ
い
て
注
視
し
て
ま
い
り
た
い
。

�
（
�
）
及
び
（
�
）
に
つ
い
て

風
力
発
電
施
設
の
運
転
及
び
立
地
に
関
す
る
規
制
に
つ
い
て
は
、
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
に

二



基
づ
く
発
電
用
風
力
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
三
号
）
第
八
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
電
気
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
二
号
）
第
十
九
条

第
八
項
に
お
い
て
、
騒
音
規
制
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
を
含
む
風

力
発
電
施
設
で
あ
っ
て
、
騒
音
を
防
止
す
る
こ
と
に
よ
り
住
民
の
生
活
環
境
を
保
全
す
る
必
要
が
あ
る
地
域
と
し
て
同
法
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
知
事
等
が
指
定
し
た
地
域
内
に
設
置
さ
れ
る
も
の
か
ら
発
生
す
る
騒
音
が
、
同
法

第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
知
事
等
が
定
め
る
時
間
及
び
区
域
の
区
分
ご
と
の
規
制
基
準
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
旨
規
定
し
て
い
る
。

�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
国
立
公
園
及
び
国
定
公
園
内
に
お

け
る
風
車
建
設
に
関
し
て
は
、
同
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
地
域
に
つ
い
て
は
、
自
然
公
園
法
施
行
規
則
（
昭

和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
四
十
一
号
）第
十
一
条
第
十
一
項
に
お
い
て
風
力
発
電
施
設
の
新
築
等
に
係
る
許
可
基
準
を
設
け
、

規
制
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

同
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
普
通
地
域
に
つ
い
て
も
、
同
項
に
基
づ
き
、
規
模
が
一
定
の
基
準
を
超
え
る
工
作

三



物
の
新
築
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
、
国
立
公
園
に
あ
っ
て
は
環
境
大
臣
、
国
定
公
園
に
あ
っ
て
は
都
道
府
県
知
事
に
対
し

場
所
、
施
工
方
法
等
の
事
項
を
届
け
出
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
お
り
、
環
境
大
臣
が
国
立
公
園
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事

が
国
定
公
園
に
つ
い
て
当
該
公
園
の
風
景
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
条
第
二
項
に
基
づ
き
、

当
該
工
作
物
の
設
置
行
為
の
禁
止
の
命
令
を
含
め
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

今
後
と
も
、
制
度
の
適
切
な
運
用
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

�
に
つ
い
て

経
済
産
業
省
に
お
い
て
は
、
民
間
事
業
者
が
風
力
発
電
施
設
を
設
置
す
る
際
、
そ
の
設
置
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助

す
る
事
業
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
交
付
に
当
た
っ
て
は
、
申
請
者
に
環
境
影
響
調
査
及
び
地
元
住
民
と

の
協
議
等
の
実
施
を
求
め
る
と
と
も
に
、
外
部
の
有
識
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
審
査
委
員
会
に
お
い
て
採
択
審
査
を
実
施
す

る
な
ど
、
適
切
に
執
行
し
て
い
る
。

四


